
労働契約内容による年間収入の判定フロー 

 

 

労働契約内容がわかる 

書類※の提出があるか 

 

※今後１年間の収入を見

込めるもの 

収入は給与収入のみか 

書類上の賃金が 

130 万円※未満か 

※60 歳以上の場合等は 180 万円 

19歳～22歳の場合（配偶者を除

く）は 150 万円 

・同一世帯の場合 

被保険者の年間収入の

1/2 未満か 

・別世帯の場合 

被保険者からの援助に依

る収入額より少ないか 

YES 

YES 

YES 

被扶養者認定 

YES 

従来どおりの方法により 

被扶養者認定を実施 

 

〈従来どおりの方法〉 

給与明細書等によりその

後１年間の収入見込みを

判断 

（時間外労働に係る収入

等を含む） 

労働条件通知書、 

雇用契約書等の 

有無を確認 

「給与収入のみで

ある」旨の申立書

の提出を求める 

労働契約内容による年間

収入の判定によっては被

扶養者認定されない 

NO 

NO 

NO 

NO 

※被保険者との身分関係、国内居住の要件は満

たしていることを前提としています。 


